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「清須市公共施設個別施設計画（案）」の内容に対する 

パブリック・コメントの実施結果 

 

 

１ 実施期間 

 

令和２年１月３１日（金）から３月５日（木）まで（３５日間） 
 
 
２ 意見提出通数 

 

居住地別 
提出方法 

意見提出通数 
投函箱 ＦＡＸ 

西枇杷島地区 １通 ０通 １通 

清洲地区 ４通 ０通 ４通 

新川地区 ７通 １通 ８通 

春日地区 ０通 ０通 ０通 

計 １２通 １通 １３通 
 
 
３ 意見総数 

 

意見の内訳 意見総数 

⑴  清洲総合福祉センターの休館日について １件 

⑵  幼稚園・保育園の民営化について ６件 

⑶  延床面積の縮減について １件 

⑷ 今後２０年程度の適正配置方針について ６件 

⑸ 旧西枇杷島庁舎跡地の利用について １件 

⑹ 合併後の公共施設について １件 

⑺ 人口の見通しについて １件 

⑻ 財産の売却及び譲渡について １件 

計 １８件 
 
 
４ 意見の内容と意見に対する市の対応 

 

⑴ 清洲総合福祉センターの休館日について 

番号 意見の内容 意見に対する市の対応 

１ 

これまで日曜日に施設を利用していた

が、４月から日曜日が休館になると聞い

た。働く母親のため日曜日に開催したい

イベント等もあるので、ぜひ日曜日の休

館を考え直していただきたい。 

計画（案）では、施設の休館日や開館時

間等まで明記していませんが、いただい

たご意見につきましては、今後の施設運

営の参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

資料１ 
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⑵ 幼稚園・保育園の民営化について 

番号 意見の内容 意見に対する市の対応 

１ 

これまで市の責任として、子供たちの

成長、発達を守ってきた保育園、幼稚園の

民営化には賛成できません。 

市の保育園・幼稚園は子供を預かるだ

けでなく、子育て相談や地域の人たちと

つながるセンターの役割も果たしていま

す。「清須市立」の保育に自信を持って子

育てを大切にする市として頑張ってほし

いと思います。 

本市では、平成２８年４月に夢の森保

育園が民営の認定こども園化されたのを

はじめ、一場保育園に代わる新たな民営

の認定こども園がこの４月に開園しま

す。 

さらには、令和３年４月の開園を目指

して、新たな民営の認定こども園の整備

を支援することとしており、多様化する

保育ニーズへ柔軟に対応するとともに、

待機児童ゼロ維持に努めているところで

す。 

計画（案）では、幼稚園・保育園の目指

すべきサービスのあり方として、市が担

うべき役割、ライフスタイルなどの社会

環境の変化や将来的な市民ニーズの変化

等を踏まえつつ、今後も事業を継続して

いくために民間活力の活用を検討し、安

定的かつ質の高い保育・教育サービスの

提供を目指すこととしています。 

そのため、現時点で建物の老朽化が進

んでいる施設については、事後保全型管

理を行っていき、建築後６０年で改築を

目指しますが、その改築のタイミングで、

民営化の検討も行っていきたいと考えて

おります。 

また、老朽化が進行していない施設に

つきましては、長寿命化改修等の予防保

全型管理を行い、８０年での改築を目指

しますが、同じく改築のタイミングで、民

営化の検討も行っていきます。 

なお、民営化の検討に当たっては、提供

サービスの低下が生じないよう、譲渡先

や譲渡に伴う条件を慎重に検討いたしま

す。 

２ 

未来にとって、大事な幼児の保育園を

民営化するのに反対です。営利目的の私

立に移行すれば、目が行き届かなくなり

不安です。税金の使い方を考え直してほ

しいです。 

３ 

公共施設が次々民営化される予定にな

っていることに驚きました。保育園は働

く父母にとっても必要で、子供にとって

も発達保障されるべきところです。民営

化されるということは、競争原理も働き

保育の質の低下も危惧されるのではない

でしょうか。保育や児童施設・小中学校等

教育施設の統廃合等は避けてほしいで

す。 

４ 

清須市は、これまで保育園や児童セン

ターなどを公立で運営していましたが、

今回の計画では将来的に民営化を検討す

るとなっておりびっくりしました。 

子供は社会を担う大きな宝です。今ま

でのように子育てにやさしい町は高齢者

にも言えます。古い施設は改築するなど

して廃止はやめてください。 
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番号 意見の内容 意見に対する市の対応 

５ 

合併による統合、複合化は進めていく

のは仕方ないと思いますが、保育園の民

営化は反対です。認定こども園はお稽古

事のオプション付きで、本来の保育の形

がゆがめられていくことは目に見えてい

ます。未来ある子供たちを金儲けの対象

にしないでほしい。合併によって保育内

容の低下を感じていた所へ、民営化とな

れば２～３年で辞めていく保育士が増

え、しわ寄せは子供たちに集まることで

しょう。 
（前ページのとおり） 

６ 

保育園は、子供の命と豊かな発達を保

障、保護者も安心して就労することがで

きるところが役割だと思っています。民

営化は当然利益の追求が考えられます。

国が定める保育士の定数も時間帯によっ

て、不足することになりかねません。そし

て、子供の健康面や食事等経費を削減さ

れる可能性もあります。よって、本来の保

育園の役割を民営化でははたせないと考

えるので、民営化には反対です。 

 

⑶ 延床面積の縮減について 

番号 意見の内容 意見に対する市の対応 

１ 

公共建築物の延床面積を１７．７％縮

減することは、これまで各施設を利用し

てきた市民に不便を強要するものであ

り、単純に数字を優先させるべきではな

く、より高い文化を求める政策とは逆行

するものです。老朽化して耐震性に問題

がある施設は修繕・改築が必要ですが、単

に４０年・６０年という数字をあてはめ

るべきではないと思います。 

 

 

 

 

 

合併前の旧４町から受け継いだ公共施

設等について、老朽化による財政負担を

軽減・平準化し、市民生活や社会経済活動

を支える公共施設等の安全性や機能性を

確保していく必要があります。 

そこで、平成２９年３月に公共施設等

総合管理計画を策定し、削減目標を設定

しました。 

計画（案）では、この削減目標を達成す

るため、施設総量や施設配置の最適化を

図ることを目的としております。 

このような取り組みが、持続可能で健

全な市政運営の確保の手段であると考え

ております。 
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⑷  今後２０年程度の適正配置方針について 

番号 意見の内容 意見に対する市の対応 

１ 

新川ふれあい防災センターが減築検討

となっていることが問題だと感じまし

た。ここ数年の他地域の水害を見ても、一

級河川が決壊してしまうことは十分あり

えます。そんな時の減築などありえませ

ん。３階以上の増築を望みます。 

合併前の旧４町から受け継いだ公共施

設は、旧町ごとにそれぞれ適正な場所へ

の配置に配慮されていましたが、合併を

経て改めて市域全体での適正配置を考え

る必要があります。 

計画（案）の基本方針では、機能面で重

複する施設や地域により偏重が見られる

施設を中心に、市域全体の施設配置のバ

ランスを踏まえつつ、統合及び複合化を

図り、施設総量の最適化に努めることと

しております。 

また、計画（案）は、総合管理計画で設

定した削減目標を達成するため、施設総

量や施設配置の最適化を図ることを目的

とした現時点での計画であります。 

したがって、今後の社会情勢や市民ニ

ーズ等の変化に応じて計画の見直しを図

っていくこともあると考えております。 

なお、統合や複合化する際は、施設改修

のリニューアルが伴うことから、施設機

能が大幅に向上するなど、これまで以上

に使いやすい施設となることが期待され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

清洲市民センターのホール機能、集会

施設は統廃合しないで下さい。身近な文

化施設や集会施設がなくなるのは困りま

す。遠くなると行けなくなります。 

３ 

清洲市民センターは、清洲の中心の活

動場所として非常に大切な場所です。清

洲市民センターが統廃合されるような事

は、市民にとって悲しい事です。 

４ 

全ての施設を旧町単位で設置するのは

難しいと思うが、利便性や全ての年齢を

対象にしたニーズに応えられる総合施設

を適正に配置してほしい。公共施設は、憲

法２５条「健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利」を市民に保障するもので

あると思っている。 

最後に、既存施設の統廃合・民営化だけで

なく、将来を見据えた総合的な施設の方

向性を検討してほしい。 

５ 

公共施設の統廃合により、身近な施設

がなくなると、健康維持のために行って

いるサークル等の場所が遠くなり､家か

ら出ずに健康を害する人が増加します。

また、災害時の避難場所が遠くなるなど

大勢の人が困ります。よって、統廃合につ

いては反対です。 

６ 

文化ホールを春日公民館と小田井公民

館に統合するとあるが、市全体から見て

「中抜けの周辺配置」になってしまう。は

るひ美術館・図書館の集約化は、市民全体

からみれば不便で、利用率も飛躍的には

伸びていない。この二の舞を演じるのか。 
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⑸  旧西枇杷島庁舎跡地の利用について 

番号 意見の内容 意見に対する市の対応 

１ 

旧西枇杷島庁舎の現状は、廃墟同然と

なっている。廃止する際には、跡地をどの

ようにするのか、現在の利用者をどの施

設に案内するのか、総合的に未来図を描

いて提言しなければ市民満足度はあがら

ないだろう。 

西枇杷島庁舎跡地利用については、本

計画（案）では明記しておりませんが、解

体を検討する施設と位置づけておりま

す。跡地利用や現在の利用者への対応に

つきましても、今後、検討を進めてまいり

ます。 

 

⑹  合併後の公共施設について 

番号 意見の内容 意見に対する市の対応 

１ 

少子高齢化が加速する中、各地域の核

となる施設が不十分ではないだろうか。

他自治体を参考に、例えばコンビニを併

設するなど、５０年、１００年を見据えた

計画が望ましい。また、さわやかプラザ前

の老人憩の家は、統合すべきであると思

った。 

次年度以降、適正配置方針の内容を検

討するにあたり、コンビニの併設など他

自治体の成功事例を参考にして検討を進

めていきます。 

なお、老人憩の家につきましては、計画

（案）で記載のとおり、統合を検討してま

いります。 

 

⑺  人口の見通しについて 

番号 意見の内容 意見に対する市の対応 

１ 

人口の見通しは、２０２５年をピーク

に緩やかに減少し、年齢３区分別人口も

少子・高齢化が進展するとあるが、２０２

７年には、リニア中央新幹線の開業も予

定されており、清須市が全国的にみても

元気のある地域交通の利便性が非常に高

くなることが予想される。そんな中、産業

人口の増加やそれに伴って年少人口も増

加する可能性も否定できないと考える

が、どうか。 

 

 

 

人口の見通しは、「清須市第２次総合計

画後期基本計画」における人口の見通し

を引用しています。その計算方法は、人口

変動の直接的な要因を「出生」、「死亡」、

「移動」に分けて計算を行う方法を採用

しており、リニアインパクト等による影

響は見込んでおりません。客観的なデー

タがない以上、現段階ではこれらの影響

を計画に反映することができないことか

ら、リニアインパクト等により、社会情勢

に大きな変化が生じた場合は、計画の見

直しを図っていくこともあると考えてお

ります。 

 

⑻  財産の売却及び譲渡について 

番号 意見の内容 意見に対する市の対応 

１ 

民営化により、公共施設や土地等、市民

の財産を市民に相談なく売却したり、譲

渡したりすることがあってはならないと

思います。保育園についていえば、将来少

子化が進み、施設の利用が不要となった

時は、跡地をどう使うか、市民参加で決め

るべきだと考えます。 

財産の売却等については、内部組織で

十分検討した上で、案件の内容によって

は、市民の代表である市議会へ相談する

など、適切に対応してまいります。 
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